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厚
生
労
働
省
と
日

本
歯
科
医
師
会
で

は
、
80
歳
に
な
っ
て

も
20
本
以
上
自
分
の

歯
を
残
し
、
生
涯
快

適
な
食
生
活
で
健
康

な
人
生
を
過
ご
し

て
い
た
だ
く
た
め
、

８
０
２
０
運
動
（
80

歳
で
20
本
以
上
の
歯
を
残
そ
う
）
を
展
開
し
て

い
ま
す
。

　

府
中
・
神
石
地
区
歯
科
衛
生
連
絡
協
議
会
で

は
、
80
歳
以
上
で
20
本
以
上
自
分
の
歯
を
持
っ

て
い
る
方
に
、
敬
意
を
表
し
て
表
彰
を
行
い
ま

す
。

　

該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
方

は
、町
内
の
歯
科
医
院
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

○
応
募
資
格

　

�

平
成
21
年
12
月
31
日
（
木
）
現
在
で
満
80
歳

以
上
の
町
民
の
方

　
※
こ
れ
ま
で
の
表
彰
者
は
除
き
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
期
間

　

６
月
１
日
（
月
）
～
７
月
31
日
（
金
）

●
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み
先

　

町
内
の
各
歯
科
医
院

　

ま
た
は
、
保
健
課
健
康
係

▼ 

歯
が
自
慢
・
８は
ち

０ま
る

２に
い

０ま
る

表
彰

 

～
80
歳
で
20
本
の
歯
を
残
そ
う
～

　

町
有
財
産
を
一
般
競
争
入
札
の
方
法
で
売
却
し
ま

す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
総
務
課
ま
た
は
各
支
所
町

民
課
に
あ
る
応
募
要
領
を
ご
覧
の
う
え
、
所
定
の
様

式
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
込
受
付
期
間　

７
月
１
日（
水
）～
７
月
10
日（
金
）

▼ 
町
有
財
産
売
却
の
お
知
ら
せ所 在 地 神石郡神石高原町油木字市場乙�01�番５

土 地 宅地　���.9� ㎡
建 物 木造瓦葺平家建　住宅　��.9� ㎡

予定価格 4,500,000円
（消費税及び地方消費税相当額を含む）

所 在 地 神石郡神石高原町油木字市場乙19��番２
土 地 宅地　���.09 ㎡
建 物 木造瓦葺２階建　事務所　�0�.�9㎡

予定価格 4,000,000円

物件番号1物件番号２

神石高原町食育推進計画を策定しました
　食育により心身の健康と豊かな生活の実現をめざすため，町をあげて取り組みます。
� 企画財政課　☎89-3332

　

役
場
本
庁
舎
の
代
表
電
話
番
号
は
８
９
‐
３
３
３
０

で
す
。
三
和
地
区
は
８
５
で
始
ま
る
番
号
が
多
い
た

め
、
役
場
宛
て
電
話
の
か
け
間
違
い
が
多
く
発
生

し
、
一
般
住
民
の
方
に
も
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
い

ま
す
。
電
話
を
か
け
る
前
に
は
、
再
度
、
電
話
番
号

を
確
認
す
る
よ
う
こ
こ
ろ
が
け
、
お
間
違
え
の
な
い

よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○�

調
査
は
全
国
す
べ
て
の
事
業
所
お
よ
び
企
業
が
対

象
で
す
。

　

経
済
セ
ン
サ
ス

－

基
礎
調
査
は
商
店
や
工
場
、
営

業
所
、
事
務
所
、
学
校
、
旅
館
、
病
院
、
寺
院
な
ど
、

す
べ
て
の
事
業
所
が
対
象
と
な
る
大
規
模
な
統
計
調

査
で
す
。

　

統
計
調
査
の
結
果
は
国
や
都
道
府
県
、
市
区
町
村

な
ど
の
こ
れ
か
ら
の
行
政
を
考
え
る
重
要
な
基
礎
資

料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。
調
査
票
が
届
き
ま
し
た

ら
、
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼ 

基
準
日
は
７
月
１
日

　

平
成
21
年
経
済
セ
ン
サ
ス

－

基
礎
調
査
を

 

実
施
し
ま
す

▼ 
役
場
宛
て
電
話
の

 

か
け
間
違
い
に
ご
注
意
を
!!

85-3330
89-3330
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▼  平成 21 年 10 月から 住民税の特別徴収（年金引き落とし）が始まります
特別徴収の対象となる方
　 65 歳以上の公的年金受給者（４月１日現在で老齢基礎年金等を受給している方）
　ただし，次の場合は対象となりません。
　・老齢基礎年金等の給付額の年額が 18 万円未満である場合
　・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
　・介護��料が年金から特別徴収をされていない場合
特別徴収をする税額
　 厚生年金，共済年金，企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得に対する所得割額お

よび均等割額
特別徴収の対象となる年金
　老齢基礎年金または老齢年金，退職年金等から引き落としされます。
年金所得分の徴収方法
　新たに特別徴収になった方の徴収方法（平成 21 年度）

普通徴収 特別徴収
６月 ８月 10月 12月 ２月

税額 年税額の1/4 年税額の 1/4 年税額の 1/6 年税額の 1/6 年税額の 1/6

　前年度特別徴収だった方の徴収方法（平成 22 年度以降）
特別徴収

仮徴収 本徴収

税額

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月
前年の 10 月か
らその翌年の３
月ま��徴収し
た額の1/3

前年の 10 月か
らその翌年の３
月ま��徴収し
た額の1/3

前年の 10 月か
らその翌年の３
月ま��徴収し
た額の1/3

年税額から仮徴
収した額を控除
した額の1/3

年税額から仮徴
収した額を控除
した額の1/3

年税額から仮徴
収した額を控除
した額の1/3

年金以外に所得がある方の徴収方法
○年金所得と給与所得のある方………………………………………年金特別徴収＋給与特別徴収
○年金所得と営業所得等（農業，不動産所得など）のある方……年金特別徴収＋普通徴収

　詳しくは，町ホームページをご覧になるか，住民課税務係，または各支所町民課町民係ま
でお問い合わせください。
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育
委
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会�
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地
域
や
保
護
者
の
皆
さ
ん
に
教
科
書
に
対
す

る
関
心
を
高
め
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
教
科
書
展
示
会
を
開
催
し
ま

す
。

○
日　
　

時

　

６
月
19
日
（
金
）
～
７
月
３
日
（
金
）

　

※
土
・
日
曜
日
は
除
く

　
　
　
　
　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

○
会　
　

場

　

神
石
高
原
教
科
書
セ
ン
タ
ー

�

（
神
石
高
原
町
教
育
委
員
会
内
）

○
展
示
内
容

　

・�「
中
学
校
用
教
科
書
目
録
（
平
成
22
～
23

年
度
使
用
）」
に
登
載
さ
れ
て
い
る
中
学

校
用
教
科
書

　

・
新
た
に
検
定
を
経
た
高
等
学
校
用
教
科
書

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
委
員
会　

教
育
課　

学
校
教
育
係

▼ 

教
科
書
展
示
会
を
開
催
し
ま
す
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Hot  Town News 町からのお知らせ


